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後
朱
雀
天
皇
の
乳
母
達

陳

斐

寧

は
じ
め
に

『
栄
花
物
語
』
や
『
紫
式
部
日
記
』
に
お
け
る
後
朱
雀
天
皇
（
敦
良
親

王
）
は
、
兄
の
後
一
条
天
皇
（
敦
成
親
王
）
と
比
べ
る
と
、
そ
の
描
写
が
極

め
て
少
な
い
。
た
と
え
ば
、
最
も
重
要
な
誕
生
に
つ
い
て
、
後
一
条
天
皇
の

場
合
『
栄
花
物
語
』
巻
第
八
「
は
つ
は
な
」
に
詳
述
さ
れ
、
巻
第
十
一
「
つ

ぼ
み
花
」
に
は
栄
花
の
初
花
と
賛
美
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
初
花
巻
が
依
拠

し
た
『
紫
式
部
日
記
』
に
は
誕
生
か
ら
御
湯
殿
、
三
日
、
五
日
、
七
日
、
九

日
の
産
養
、
五
十
日
の
祝
、
参
内
な
ど
誕
生
前
後
の
一
連
の
諸
行
事
が
盛
儀

と
し
て
描
か
れ
て
い（
１
）

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
翌
年
の
寛
弘
六
年
（
一
〇

〇
九
）
十
一
月
二
十
五
日
に
誕
生
し
た
後
朱
雀
天
皇
の
場
合
に
つ
い
て
は
、

『
紫
式
部
日
記
』
は
単
に
五
十
日
の
祝
に
触
れ
る
だ
け
で
あ
り
、『
栄
花
物

語
』
巻
第
八
「
は
つ
は
な
」
に
は
「
す
べ
て
何
ご
と
も
、
た
だ
は
じ
め
の
例

を
一
つ
違
へ
ず
引
か
せ
た
ま
ふ
」（
�
四
四
一（
２
）

頁
）
と
付
言
さ
れ
、
詳
細
は

記
さ
れ
て
い
な
い
。
先
例
化
さ
れ（
３
）

た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
敦
成
親

王
の
時
に
従
っ
て
、
す
べ
て
は
同
様
で
あ
り
、
一
切
相
違
は
な
い
と
簡
単
に

記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。『
栄
花
物
語
』
や
『
紫
式
部
日
記
』
に
お

け
る
敦
良
親
王
の
誕
生
は
看
過
さ
れ
、
つ
ま
り
敦
良
親
王
に
関
す
る
も
の
は

敦
成
親
王
の
例
を
参
照
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
省
略
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
他
史
料
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。
現
存
資
料
の
な
か
で
敦
良
親
王
の
誕
生
を

最
も
詳
し
く
記
し
て
い
る
の
は
『
御
堂
関
白
記
』
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

〔
供
カ
〕

そ
の
日
に
「
共
御
湯
宰
相
乳
母
〈
傅
女（
４
）

子
〉」
と
、
記
載
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
東
宮
傅
で
あ
る
藤
原
道
綱
の
娘
の
豊
子
が
御
湯
殿
に
奉
仕
し
た
一
文
が

あ（
５
）

る
。「
は
じ
め
の
例
」
で
あ
る
敦
成
親
王
の
場
合
と
引
き
比
べ
て
み
よ
う
。

敦
成
親
王
の
誕
生
の
時
に
御
湯
殿
に
奉
仕
し
た
人
は
、
同
じ
く
藤
原
豊
子
で

あ
っ（
６
）

た
。
こ
こ
か
ら
、『
栄
花
物
語
』
に
記
さ
れ
た
「
た
だ
は
じ
め
の
例
を

一
つ
違
へ
ず
」
の
一
句
は
史
実
を
ふ
ま
え
た
も
の
だ
と
知
ら
れ
る
。
要
す
る

に
、
敦
良
親
王
は
、
そ
の
描
写
に
独
自
性
が
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
関
し

て
、
ま
る
で
兄
の
敦
成
親
王
に
付
属
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。

と
こ
ろ
で
、『
栄
花
物
語
』
巻
第
二
十
七
「
こ
ろ
も
の
た
ま
」
に
、
後
一

条
天
皇
が
御
悩
を
記
す
と
こ
ろ
に
、「
か
か
る
ほ
ど
に
、
内
の
御
悩
の
こ
と

あ
り
て
、
い
と
世
の
中
も
の
騒
が
し
。
さ
ま
ざ
ま
の
御
物
の
怪
ど
も
い
み
じ

う
こ
は
し
。（
略
）
東
宮
の
御
乳
母
な
ど
の
、
貴
船
に
祈
り
申
し
た
る
な
ど

い
ふ
こ
と
さ
へ
御
物
の
怪
申
す
を
、
大
宮
い
と
聞
き
に
く
く
、
か
た
は
ら
い
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た
く
思
さ
る
べ
し
」（
�
七
五
頁
）
と
あ
り
、
東
宮
敦
良
親
王
の
乳
母
達
の

呪
詛
が
後
一
条
天
皇
の
御
悩
の
原
因
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
か
ら
、
敦
成
親
王
と
敦
良
親
王
は
、
誕
生
か
ら
の
通
過
儀
礼
は
全
く
同

様
で
あ
る
か
の
ご
と
く
記
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
少
な
く
と
も
乳
母
達
の
立

場
は
違
う
の
だ
と
知
ら
れ
る
。
そ
の
乳
母
達
の
存
在
が
、
殆
ど
描
写
さ
れ
な

い
主
君
と
は
違
っ
て
、
物
語
の
作
者
の
注
目
の
的
に
な
っ
て
い
る
。『
栄
花

物
語
』
巻
第
十
三
「
ゆ
ふ
し
で
」
に
も
、
小
一
条
院
敦
明
親
王
が
退
位
す
る

時
に
「
東
宮
の
御
乳
母
た
ち
、
つ
ひ
の
御
こ
と
な
が
ら
、
た
ち
ま
ち
の
こ
と

と
は
思
ひ
か
け
ざ
り
つ
る
に
、
あ
さ
ま
し
う
う
れ
し
き
に
詮
方
な
し
」（
�

一
一
〇
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
敦
良
親
王
の
乳
母
達
が
嬉
し
い
気
持
ち
を
隠

さ
な
か
っ
た
と
い
う
描
写
が
あ
る
。
主
君
と
は
対
照
的
に
、
後
朱
雀
天
皇
の

乳
母
達
が
確
実
に
注
目
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
主
君
を
強
力
に
擁
護
す
る
乳

母
の
姿
を
描
く
こ
と
は
、『
栄
花
物
語
』
の
性
格
の
一
面
を
示
し
て
い
る
。

「
栄
花
物
語
作
者
論
と
し
て
考
え
る
場
合
、
作
者
が
乳
母
か
、
ま
た
は
少
な

く
と
も
乳
母
に
強
い
関
心
を
寄
せ
る
立
場
の
人
物
で
は
な
か
ろ
う（
７
）

か
」
と
推

定
さ
れ
て
い
る
が
、
後
朱
雀
天
皇
に
つ
い
て
も
、
そ
の
乳
母
達
の
ほ
う
が
確

か
に
興
味
深
く
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
印
象
的
に
描
か
れ
た
乳
母
達
は
、

い
か
な
る
人
た
ち
で
あ
っ
た
か
、
具
体
的
に
い
か
な
る
出
自
で
あ
る
か
に
つ

い
て
は
、
ま
と
ま
っ
た
研
究
は
見
当
た
ら
な
い
。
本
稿
で
は
後
朱
雀
天
皇
の

乳
母
達
に
つ
い
て
推
測
を
交
え
つ
つ
、
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。

一
、
史
料
に
み
え
る
後
朱
雀
天
皇
の
乳
母
達

現
存
史
料
の
中
で
、
敦
良
親
王
の
乳
母
に
関
す
る
主
な
資
料
は
寛
仁
三
年

（
一
〇
一
九
）
八
月
二
十
八
日
、
敦
良
親
王
の
元
服
の
こ
と
を
記
し
た
も
の

に
み
え
る
。
後
一
条
天
皇
は
寛
仁
二
年
正
月
三
日
に
元
服
し
た
が
、『
栄
花

物
語
』
巻
第
十
三
「
ゆ
ふ
し
で
」
に
「
よ
ろ
づ
よ
り
も
、
帝
今
年
十
一
に
な

ら
せ
た
ま
へ
ば
、
正
月
三
日
御
元
服
の
事
あ
り
。
そ
の
ほ
ど
の
有
様
思
ひ
や

る
べ
し
」（
�
一
二
八
頁
）
と
描
か
れ
て
い
る
が
、
敦
良
親
王
の
元
服
に
つ

い
て
は
、『
栄
花
物
語
』
に
は
一
切
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
道

長
の
『
御
堂
関
白
記
』、
実
資
の
『
小
右
記
』、
経
頼
の
『
左
経
記
』
そ
れ
ぞ

れ
に
詳
細
に
書
き
と
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
見
れ
ば
、
敦
良
親
王
の
加

冠
・
理
髪
の
後
に
台
盤
所
で
御
乳
母
・
宣
旨
の
加
階
を
行
っ
た
こ
と
が
知
ら

れ（
８
）

る
。
ま
た
、
後
世
の
「
伏
見
宮
御
記
録
」
の
蔵
書
群
の
一
つ
で
あ
る
『
光

厳
帝
宸
記
之（
９
）

写
』
に
は
、
最
も
注
目
す
べ
き
内
容
が
残
っ
て
い
る
。『
御
堂

関
白
記
』『
小
右
記
』『
左
経
記
』
な
ど
に
明
記
さ
れ
て
い
な
い
「
宣
旨
御
乳

母
人
数
事
」
で
は
あ
る
。
そ
こ
に
加
階
さ
れ
た
女
房
の
名
前
が
記
載
さ
れ
て

い
る
。
古
代
の
女
房
名
を
明
ら
か
に
す
る
の
は
、
極
め
て
困
難
で
あ
る
か
ら
、

実
名
が
残
っ
て
い
る
の
は
珍
し
い
と
言
え
よ
う
。『
大
日
本
史
料
』
寛
仁
三

年
八
月
二
十
三
日
条
掲
載
の
『
光
厳
帝
宸
記
之
写
』
を
見
る
と
、
加
階
を

蒙
っ
た
宣
旨
・
御
乳
母
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

一
、
宣
旨
・
御
乳
母
人
数（
１０
）

事

寛
仁
従
四
位
下
藤
豊
子
御

乳

母

典

侍

正
五
位
下
藤
姫
子
宣
旨

〔
陟
〕

従
五
位
上
源
渉
子
御

乳

母

大

宮

宣

旨

同
隆
子
乳
母
中
務

藤
能
子
同式
部

同
香
子
同同

従
五
位
下
藤
明
子
同弁

以
上
参
台
盤
所
云
々

と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、『
左
経
記
』
寛
仁
三
年
八
月
二
十
八
日
条
の

「
又
宣
旨
乳
母
等
参
大
監
（
盤
カ
）
所
申
加
階
慶
各
禄
」
に
よ
っ
て
も
裏
付

け
ら
れ
る
。
し
か
も
『
左
経
記
』
な
ど
に
明
示
さ
れ
て
い
な
い
位
階
・
実

名
・
官
職
・
女
房
名
が
知
ら
れ
、
後
朱
雀
天
皇
の
乳
母
達
の
全
体
像
に
つ
い

― ２ ―



て
、
ま
ず
貴
重
な
手
掛
か
り
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

各
乳
母
の
出
自
に
つ
い
て
は
詳
ら
か
に
記
さ
れ
て
い
な
い
。

さ
て
、『
光
厳
帝
宸
記
之
写
』
に
よ
れ
ば
、
後
朱
雀
天
皇
に
は
宣
旨
の
藤

原
姫
子
を
除
い
て
、
六
名
の
乳
母
が
い
た
。
藤
原
氏
四
名
に
源
氏
二
名
で
あ

る
か
と
見
え
る
が
、
こ
の
う
ち
「
同
（
藤
原
）
香
子
」
と
い
う
人
物
は
、
本

来
「
同
」
で
は
な
く
、「
源
」
香
子
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
と
、
橋
本
義
彦
氏

が
諸
本
校
合
の
後
に
指
摘
さ
れ
た
よ
う（
１１
）

に
、
正
し
く
は
、
藤
原
氏
三
名
と
源

氏
三
名
と
い
う
構
成
で
あ
ろ
う
。
因
み
に
、
称
呼
・
官
職
に
よ
っ
て
整
理
す

る
と
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

乳
母

藤
原
豊
子

（
典
侍
）

乳
母

源
陟
子

（
大
宮
宣
旨
）

乳
母

源
隆
子

（
中
務
）

乳
母

藤
原
能
子

（
式
部
）

乳
母

源
香
子

（
式
部
）

乳
母

藤
原
明
子

（
弁
）

こ
の
よ
う
に
、
乳
母
が
実
名
と
と
も
に
知
ら
れ
る
。
こ
こ
か
ら
、
乳
母
達
の

出
自
や
経
歴
を
あ
ぶ
り
出
す
材
料
が
得
ら
れ
る
。
次
の
作
業
は
『
光
厳
帝
宸

記
之
写
』
以
外
の
諸
記
録
か
ら
後
朱
雀
天
皇
の
乳
母
達
に
関
す
る
資
料
を
求

め
る
こ
と
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
後
朱
雀
朝
は
遺
存
す
る
古
記
録
は
多

く
な
い
が
、
幸
い
に
資
房
の
『
春
記
』
と
『
左
経
記
』
か
ら
幾
つ
か
の
手
掛

か
り
が
得
ら
れ
る
。
特
に
、『
春
記
』
の
中
に
、
乳
母
に
関
す
る
資
料
が
違

う
形
で
記
さ
れ
て
い
る
。
長
暦
三
年
十
二
月
十
六
日
条
に
、「
而
経
成
更
被

加
任
事
（
略
）
依
御
乳
母
聟
歟
云
々
」、
さ
ら
に
長
久
元
年
十
一
月
二
十
七

日
条
に
も
、「
又
故
兼
貞
朝
臣
後
家
〈
御
乳
母
也
〉、
前
典（
１２
）

侍
（
略
）」
な
ど

と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

二
、
個
々
の
人
物
像
を
め
ぐ
っ
て

『
光
厳
帝
宸
記
之
写
』
に
記
さ
れ
て
い
る
六
名
の
中
、
典
侍
の
乳
母
、
藤

原
豊
子
は
後
一
条
天
皇
の
乳
母
と
し
て
知
ら
れ
て
い（
１３
）

る
。
藤
原
道
綱
女
と
し

て
生
ま
れ
た
豊
子
は
、
中
宮
彰
子
に
仕
え
て
い
た
女
房
で
、
寛
弘
五
年
、
敦

成
親
王
が
誕
生
し
た
時
に
御
湯
殿
に
奉
仕
し
た
こ
と
は
、『
栄
花
物
語
』
や

『
紫
式
部
日
記
』
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
敦
良

親
王
が
誕
生
し
た
時
に
も
、
同
じ
く
御
湯
殿
に
奉
仕
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の

た
め
に
、
敦
良
親
王
の
乳
母
の
一
人
に
数
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。
母
を
同
じ
く
す
る
敦
成
親
王
と
敦
良
親
王
兄
弟
の
養
育
係
と
し
て
、

彰
子
に
仕
え
る
上
�
女
房
で
あ
る
豊
子
が
加
わ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
先
学
諸

論
の
考
証
に
よ
れ（
１４
）

ば
、
宰
相
典
侍
の
藤
原
豊
子
を
除
い
て
、
そ
の
ほ
か
の
五

人
は
後
一
条
天
皇
の
乳
母
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
で
は
ほ
か
の
五

人
に
つ
い
て
は
、
詳
し
い
経
歴
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
個
々

に
迫
る
こ
と
に
し
た
い
と
思
う
。

そ
の
１
、
大
宮
宣
旨
乳
母
の
源
陟
子

ま
ず
、「
大
宮
宣
旨
」
源
陟
子
か
ら
見
て
み
よ
う
。
寛
仁
三
年
八
月
二
十

八
日
、
敦
良
親
王
が
加
冠
し
た
折
に
加
階
を
蒙
っ
た
女
房
の
う
ち
、「
宣

旨
」
と
呼
ば
れ
る
女
性
が
二
人
い
た
が
、
一
人
は
藤
原
姫
子
で
あ
る
。
彼
女

は
乳
母
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
考
察
か
ら
除
く
。
残
っ
た
一
人

は
、「
大
宮
宣
旨
」
と
呼
ば
れ
る
源
陟
子
で
あ
る
。
皇
太
后
か
太
皇
太
后
宮

を
大
宮
と
称
す
る
か（
１５
）

ら
、
後
一
条
天
皇
の
治
世
で
あ
る
寛
仁
三
年
は
、
道
長

の
三
女
の
威
子
が
中
宮
、
二
女
の
妍
子
が
皇
太
后
、
長
女
の
彰
子
が
太
皇
太

后
で
あ
る
の
で
、
敦
良
親
王
の
乳
母
た
る
「
大
宮
宣
旨
」
源
陟
子
は
、
太
皇
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太
后
の
彰
子
に
仕
え
た
人
物
で
あ
る
と
、
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
も
そ
も

宣
旨
と
い
う
名
で
呼
ば
れ
る
女
房
は
、
立
后
の
時
、
そ
の
宣
旨
を
取
り
伝
え

た
も
の
で
あ
る
か（
１６
）

ら
、
後
朱
雀
天
皇
の
乳
母
で
あ
る
「
大
宮
宣
旨
」
源
陟
子

は
、
彰
子
が
立
后
し
た
時
に
、
そ
の
宣
旨
を
伝
え
る
役
を
果
た
し
た
の
で
あ

ろ
う
。
源
陟
子
は
彰
子
の
女
房
と
し
て
仕
え
て
い
た
。

さ
て
、
宣
旨
と
い
う
人
物
に
関
し
て
は
、『
栄
花
物
語
』
巻
第
八
「
は
つ

は
な
」
の
、
寛
弘
五
年
十
一
月
十
七
日
に
、
そ
の
三
ヶ
月
前
に
誕
生
し
た
ば

か
り
の
敦
成
親
王
と
と
も
に
始
め
て
彰
子
が
土
御
門
第
か
ら
内
裏
に
還
幸
し

た
こ
と
を
記
す
条
に
、「
御
輿
に
は
、
宣
旨
の
君
乗
り
た
ま
ふ
」（
�
四
二
二

頁
）
と
あ
る
。「
宣
旨
の
君
」
が
彰
子
と
同
じ
御
輿
に
乗
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

『
紫
式
部
日
記
』
に
も
「
御
輿
に
は
、
宮
の
宣
旨
乗
る
。
糸
毛
の
御
車
に
、

殿
の
上
、
少
輔
の
乳
母
若
宮
抱
き
た
て
ま
つ
り
て
乗
る
」（
一
七
二
頁
）
と

描
か
れ
て
い
る
。
で
は
、
こ
の
人
物
が
寛
弘
六
年
に
誕
生
し
た
敦
良
親
王
の

乳
母
た
る
「
大
宮
宣
旨
」
に
当
た
る
か
ど
う（
１７
）

か
、
先
ず
は
記
録
類
か
ら
検
討

し
て
お
こ
う
。『
小
右
記
』
寛
弘
八
年
七
月
二
十
六
日
条
に
は
、「
以
書
状
送

女
房
許
〈
御
乳
母
、
所
謂
本
宮
宣（
１８
）

旨
〉」
と
見
え
る
。「
本
宮
宣
旨
」
と
い
う

人
物
が
「
御
乳
母
」
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、『
光

厳
帝
宸
記
之
写
』
と
照
合
す
れ
ば
、「
大
宮
宣
旨
」
も
「
本
宮
（
彰
子
）
宣

旨
」
も
「
御
乳
母
」
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
敦
良
親
王
の
乳
母
と
考
え
て
よ
い

で
あ
ろ
う
か
ら
、
同
人
と
み
る
こ
と
は
で
き
よ
う
。
そ
の
名
は
源
陟
子
と
な

る
。
こ
こ
か
ら
考
え
る
に
、
中
宮
彰
子
付
き
の
女
房
「
宣
旨
」
源
陟
子
が
寛

弘
六
年
に
乳
母
に
選
定
さ
れ
た
の
は
、『
栄
花
物
語
』
や
『
紫
式
部
日
記
』

の
記
述
か
ら
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
彼
女
が
彰
子
の
女
房
の
中
で
、
上
�
の
地

位
に
あ
っ
て
重
ん
じ
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
源
陟
子
が
敦
成
親
王
が

誕
生
し
た
時
に
「
宣
旨
の
君
」「
宮
の
宣
旨
」
と
呼
ば
れ
た
の
は
、
彼
女
は

寛
弘
五
年
の
時
点
に
ま
だ
乳
母
と
な
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

敦
良
親
王
が
誕
生
し
た
寛
弘
六
年
か
ら
乳
母
と
な
り
、
寛
弘
八
年
に
実
資
が

「
本
宮
宣
旨
」
は
即
ち
「
御
乳
母
」
で
あ
る
と
記
載
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
一

方
、『
御
堂
関
白
記
』
長
和
元
年
（
一
〇
一
二
）
閏
十
月
二
十
七
日
条
に
は
、

〔
太
〕

大
嘗
会
の
御
禊
の
日
に
供
奉
す
る
女
房
達
の
車
の
記
述
に
「
乗
車
女
方
皇
大

后
宮
宣
旨
〈
伊
陟
女
子
〉（
略
）
乗
車
女
〈
東
宮
宣
旨
、
扶
義
女
子
〉」
と
あ

る
。
長
和
元
年
の
時
点
で
は
、
敦
成
親
王
が
東
宮
で
あ
る
の
で
、
敦
成
親
王

の
宣
旨
な
る
人
物
が
扶
義
女
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
記
事
か
ら
「
宣

旨
」
と
名
乗
る
女
性
は
、
源
扶
義
女
「
東
宮
宣
旨
」
と
、
源
伊
陟
女
「
皇
太

后
宮
宣
旨
」
が
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、「
皇

太
后
宮
宣
旨
〈
伊
陟
女
子
〉」
の
一
節
で
あ
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
大

宮
宣
旨
」
も
「
本
宮
宣
旨
」
も
源
陟
子
を
指
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
が
、

長
和
元
年
の
「
皇
太
后
宮
」
は
彰
子
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
の
「
皇
太
后
宮
宣

旨
」
も
源
陟
子
で
あ
る
と
判
断
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た

と
こ
ろ
を
ま
と
め
れ
ば
、
源
陟
子
が
「
大
宮
宣
旨
」「
本
宮
宣
旨
」「
皇
太
后

宣
旨
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
上
、『
御
堂
』
の
割
注
に

よ
れ
ば
、
彼
女
は
源
伊
陟
の
女
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。『
公

�
補
任
』
に
よ
れ
ば
、
伊
陟
の
極
官
は
中
納
言
で
あ
っ
た
。
そ
う
す
る
と
、

彰
子
が
万
寿
三
年
に
出
家
す
る
当
日
の
有
様
を
描
く
条
に
「
源
三
位
、
伊
勢

の
中
将
、
中
納
言
の
尼
な
ど
皆
参
り
た
り
」（『
栄
花
物
語
』
�
五
八
頁
）
と

あ
る
。
彰
子
の
出
家
以
前
に
落
飾
し
た
「
中
納
言
の
尼
」
が
い
る
こ
と
が
知

ら
れ
る
が
、
あ
る
い
は
こ
の
「
中
納
言
の
尼
」
が
源
陟
子
か
。『
院
号
定
部

類
記
』
所
引
の
『
権
記
』
に
、
彰
子
に
従
い
出
家
し
た
女
房
と
し
て
「
宮
宣

旨
〈
故
伊
陟
女
中
納
言（
１９
）

女
〉（
略
）」
の
名
が
み
え
、
敦
良
親
王
の
乳
母
で
あ

る
源
陟
子
は
養
君
の
母
、
彰
子
の
出
家
に
伴
っ
て
自
身
も
万
寿
三
年
（
一
〇
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二
六
）
正
月
十
九
日
に
出
家
し
た
の
で
あ
っ
た
。
す
る
と
、『
栄
花
物
語
』

の
「
中
納
言
の
尼
」
は
源
陟
子
と
は
別
人
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
２
、
中
務
乳
母
の
源
隆
子

次
に
中
務
乳
母
と
呼
ば
れ
る
源
隆
子
を
見
て
み
よ
う
。
敦
良
親
王
の
乳
母

の
中
務
と
い
う
人
物
は
『
紫
式
部
日
記
』
に
み
え
る
。
寛
弘
七
年
正
月
十
五

日
の
敦
良
親
王
の
五
十
日
祝
の
場
面
を
叙
述
す
る
前
に
、「
中
務
の
乳
母
」

に
関
す
る
描
写
が
あ
る
。「
た
だ
渡
殿
の
上
の
ほ
ど
を
ほ
の
か
に
見
て
、
中

務
の
乳
母
と
、
よ
べ
の
御
口
ず
さ
み
を
め
で
き
こ
ゆ
。
こ
の
命
婦
こ
そ
、

も
の
の
心
得
て
、
か
ど
か
ど
し
く
は
は
べ
る
人
な
れ
」（
二
一
八（
２０
）

頁
）
と
あ

り
、
敦
良
親
王
の
乳
母
「
中
務
の
乳
母
」
を
褒
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
五
十

日
祝
の
本
番
の
描
写
に
は
「
中
務
の
乳
母
、
宮
抱
き
た
て
ま
つ
り
て
、
御

帳
の
は
さ
ま
よ
り
南
ざ
ま
に
ゐ
て
た
て
ま
つ
る
」（
二
一
九
頁
）
と
み
え
る
。

『
紫
式
部
日
記
』
に
み
え
る
「
中
務
の
乳
母
」
と
い
う
人
物
は
、『
光
厳
帝
宸

記
之
写
』
と
つ
き
あ
わ
せ
る
と
、
源
隆
子
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
敦
良
親

王
の
五
十
日
祝
の
場
面
の
ほ
か
に
、
た
と
え
ば
、
寛
弘
五
年
十
一
月
一
日
の

敦
成
親
王
の
五
十
日
祝
を
記
す
と
こ
ろ
に
も
源
隆
子
は
登
場
し
て
い
る
。

『
栄
花
物
語
』
巻
第
八
「
は
つ
は
な
」
に
「
若
宮
の
御
ま
か
な
ひ
、
大
納
言

の
君
な
り
。
東
の
御
�
子
す
こ
し
上
げ
て
、
弁
内
侍
、
中
務
命
婦
、
大
輔

命
婦
、
中
将
の
君
な
ど
、
さ
る
べ
き
か
ぎ
り
取
り
つ
づ
き
ま
ゐ
ら
せ
た
ま

ふ
」（
�
四
一
八
頁
）
と
あ
る
。「
中
務
命
婦
」
源
隆
子
は
敦
成
親
王
の
五
十

日
祝
に
お
い
て
も
若
宮
の
御
膳
の
益
具
に
奉
仕
し
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ

る
。
ま
た
、『
紫
式
部
日
記
』
に
は
、
皇
子
の
誕
生
を
待
ち
望
む
人
々
の
描

写
に
、「
い
ま
一
間
に
ゐ
た
る
人
々
、
大
納
言
の
君
、
小
少
将
の
君
、
宮
の

内
侍
、
弁
の
内
侍
、
中
務
の
君
、
大
輔
の
命
婦
、
大
式
部
の
お
も
と
、
殿

の
宣
旨
よ
（
略
）
ま
た
、
そ
の
う
し
ろ
の
き
は
に
立
て
た
る
几
帳
の
外
に

尚
侍
の
中
務
の
乳
母
、
姫
君
の
少
納
言
の
乳
母
（
略
）」（
一
三
三
頁
）
と

あ
る
が
、
こ
こ
に
は
「
中
務
の
君
」
と
「
尚
侍
の
中
務
の
乳
母
」
と
「
中

務
」
を
冠
す
る
二
人
の
女
性
が
み
え
る
。「
中
務
」
と
名
乗
る
人
物
は
源
隆

子
の
他
に
、「
尚
侍
（
妍
子
）」
の
乳
母
と
な
っ
た
「
中
務
典
侍
」
藤
原
高（
２１
）

子

と
い
う
女
性
も
い
る
こ
と
が
紛
ら
わ
し
さ
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。
こ
の

「
中
務
の
君
」
な
る
人
も
源
隆
子
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
敦
良
親
王
の
乳
母
、

源
隆
子
は
敦
成
親
王
の
誕
生
や
五
十
日
祝
に
も
奉
仕
し
た
が
、
そ
の
時
に

「
中
務
の
君
」
や
「
中
務
の
命
婦
」
と
い
う
称
呼
で
呼
ば
れ
た
理
由
は
、
彼

女
が
ま
だ
乳
母
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
源
隆
子

は
寛
弘
六
年
十
一
月
に
敦
良
親
王
が
誕
生
し
、
敦
良
親
王
の
乳
母
に
な
っ
た

こ
と
を
き
っ
か
け
に
、「
中
務
の
乳
母
」
と
い
う
名
で
呼
ば
れ
始
め
た
の
で

あ
ろ
う
。

で
は
、
源
隆
子
の
出
自
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。『
公
�
補
任
』
に
よ
れ
ば
、

後
冷
泉
朝
の
康
平
八
年
（
一
〇
六
五
）
に
、
参
議
従
三
位
藤
原
泰
憲
の
説
明

に
は
「
故
春
宮
亮
泰
通
朝
臣
二
男
。
母
従
三
位
源
〔
朝
臣
さ
く
〕
隆
子
（
紀

伊
守
致
時
女
。
先
帝
御
乳
母
）」
が
み
え
る
。
お
そ
ら
く
文
徳
源
氏
出
身
で

あ
る
紀
伊
守
、
源
致
時
の
娘
に
藤
原
泰
通
の
妻
と
な
り
、
藤
原
泰
憲
を
生
み
、

従
三
位
と
叙
さ
れ
た
先
帝
（
後
朱
雀
天
皇
）
御
乳
母
源
隆
子
と
い
う
女
性
が

後
朱
雀
天
皇
の
「
中
務
の
乳
母
」
源
隆
子
と
同
人
で
あ
る
と
、
判
断
し
て
よ

か
ろ
う
。
そ
し
て
、『
小
右
記
』
に
治
安
元
年
（
一
〇
二
一
）
前
美
濃
守
泰

通
が
春
宮
（
敦
良
親
王
）
亮
に
任
じ
ら
れ
た
記
事
が
見（
２２
）

え
、
泰
通
が
春
宮
亮

に
任
じ
ら
れ
た
の
は
、
妻
の
源
隆
子
が
東
宮
の
乳
母
で
あ
る
こ
と
と
関
連
し

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
『
公
�
補
任
』
に
は
、
泰
憲
が
治
暦
三
年

（
一
〇
六
七
）
正
月
五
日
に
正
三
位
に
叙
さ
れ
た
時
、「
後
朱
雀
院
坊
官
賞
。
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超
資
綱
顕
家
能
季
等
」
と
の
説
明
が
み
え
、
そ
の
上
に
「
超
上
首
三
人
加
級

例
」
と
注
を
付
す
よ
う
に
、
こ
の
強
行
的
な
叙
位
に
は
母
が
後
朱
雀
天
皇
の

「
三
位
の
中
務
乳
母
」
で
あ
る
ゆ
え
の
強
縁
関
係
に
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。

そ
の
３
、
式
部
乳
母
の
藤
原
能
子

後
朱
雀
天
皇
の
乳
母
の
中
で
、「
式
部
乳
母
」
と
呼
ば
れ
る
女
房
が
二
人

い
る
こ
と
が
『
光
厳
帝
宸
記
之
写
』
か
ら
わ
か
る
。
一
人
の
名
が
藤
原
能
子

で
、
も
う
一
人
の
名
が
源
香
子
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
で
は
、

ま
ず
藤
原
能
子
を
め
ぐ
る
資
料
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
こ
う
。
記
録
類
を
調

べ
れ
ば
、
藤
原
能
子
の
名
の
初
出
は
寛
弘
八
年
（
一
〇
一
一
）
六
月
十
三
日

の
「
少
将
典
侍
能（
２３
）

子
」、「
内
侍
一
人
〈
能
子
少（
２４
）

将
〉」
で
あ
り
、
次
に
長
和

元
年
（
一
〇
一
二
）
閏
十
月
二
日
に
「
内
侍
能
子
」
が
、
内
侍
順
子
の
代
わ

り
に
御
禊
に
供
奉
し
た
こ
と
が
み（
２５
）

え
、
、
そ
し
て
寛
仁
二
年
（
一
〇
一
八
）

九
月
八
日
に
斎
宮
群
行
の
時
に
「
掌
侍
藤
原
能
子
」
が
「
典
侍
藤
原
豊
子
」

の
代
わ
り
に
車
に
乗
っ
た
こ
と
が
み
え（
２６
）

る
。
能
子
は
、「
少
将
典
侍
」（『
践

祚
部
類
抄
』）、「
少
将
内
侍
」（『
権
記
』）、「
少
将
掌
侍
」（『
御
堂
関
白

記
』）
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
そ
の
ほ
か
に
、
実
名
は
記
さ
れ
な
い
が
、
長
和

四
年
（
一
〇
一
五
）
七
月
二
十
三
日
に
、
加
賀
守
源
政
職
の
妾
な
る
「
掌
侍

少
将
」
が
み（
２７
）

え
、
ま
た
万
寿
三
年
（
一
〇
二
六
）
十
二
月
十
五
日
に
も
章
子

内
親
王
の
七
夜
に
禄
を
賜
る
「
少
将
典
侍
」
な
る
女
房
が
み
え（
２８
）

る
。
一
条
、

三
条
、
後
一
条
朝
に
お
け
る
「
少
将
」
と
い
う
女
房
名
を
持
つ
「
内
侍
」

「
掌
侍
」「
典
侍
」
が
全
部
「
能
子
」
を
指
す
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。

能
子
は
寛
仁
二
年
ご
ろ
ま
で
は
掌
侍
で
あ
っ
た
。
後
に
典
侍
と
な
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。『
紫
式
部
日
記
』
の
敦
成
親
王
誕
生
の
七
日
の
御
産
養
の
前
日
に

彰
子
周
囲
の
女
房
が
参
加
し
た
月
夜
の
舟
遊
び
の
描
写
に
お
い
て
藤
原
能
子

が
「
藤
少
将
の
命
婦
」
と
し
て
呼
ば
れ
て
い（
２９
）

た
。
藤
原
能
子
は
『
光
厳
帝
宸

記
之
写
』
に
記
載
さ
れ
た
「
式
部
乳
母
」
で
は
な
く
、
そ
の
当
時
の
資
料
に

は
、
彼
女
は
「
少
将
の
内
侍
（
掌
侍
）」、「
少
将
の
典
侍
」
の
よ
う
に
「
少

将
」
の
名
を
冠
し
て
呼
ば
れ
て
い
た
の
で
あ（
３０
）

る
。
例
え
ば
、
長
暦
二
年
（
一

〇
三
八
）
九
月
十
三
日
に
、
権
大
納
言
師
房
主
催
の
歌
合
に
、「
少
将
乳

母
」
と
呼
ば
れ
る
読
み
人
が
み（
３１
）

え
、
長
暦
が
即
ち
後
朱
雀
朝
の
御
世
で
あ
る

こ
と
が
明
白
で
あ
る
よ
う
に
、
お
そ
ら
く
「
少
将
乳
母
」
は
、「
少
将
内

侍
」
と
呼
ば
れ
る
能
子
が
後
朱
雀
天
皇
の
乳
母
と
な
る
こ
と
を
裏
づ
け
る
と

考
え
ら
れ
よ
う
。
か
か
る
よ
う
に
、「
少
将
乳
母
」
と
も
称
す
る
の
だ
ろ
う
。

さ
て
彼
女
の
出
自
に
つ
い
て
あ
る
が
、『
枕
草
子
』
に
注
目
す
べ
き
記
載

が
あ
る
。
一
〇
〇
段
「
淑
景
舎
、
春
宮
に
ま
ゐ
り
た
ま
ふ
ほ
ど
の
事
な
ど
」

に
は
「
相
尹
の
馬
頭
の
む
す
め
少
将
、
北
野
宰
相
の
む
す
め
宰
相
の
君
な
ど

ぞ
近
う
は
あ（
３２
）

る
」
と
あ
る
（
二
〇
二
頁
）。
相
尹
女
「
少
将
」
が
藤
原
能
子

で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、『
春
記
』
長
久
元
年
五
月
二
十
四
日
条
に

「
中
将
典
侍
〈
相
尹
女
〉」
と
の
記
載
が
あ
る
。『
春
記
』
に
よ
れ
ば
、
相
尹

女
「
少
将
」
に
は
、
妹
と
お
ぼ
し
き
「
中
将
典
侍
」
が
い
た
こ
と
が
知
ら
れ

（
３３
）

る
。
さ
ら
に
、『
枕
草
子
』
八
六
段
「
舞
姫
は
、
相
尹
の
馬
頭
の
む
す
め
、

染
殿
の
式
部
�
宮
の
上
（
為
平
親
王
室
、
高
明
女
）
の
御
お
と
う
と
の
四
の

君
の
御
腹
、
十
二
に
て
い
と
を
か
し
げ
な
り（
３４
）

き
」
と
あ
る
よ
う
に
、
相
尹
の

妻
に
、
源
高
明
の
「
四
の
君
」
が
あ
り
、
こ
の
「
舞
姫
」
は
相
尹
女
「
少

将
」
の
妹
に
あ
た
る
か
と
思
わ
れ
る
。「
舞
姫
」
と
「
少
将
」
が
同
母
姉
妹

で
あ
れ
ば
、「
少
将
」
の
母
は
高
明
女
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
相
尹
女
「
少

将
」
が
能
子
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
藤
原
能
子
は
、
師
輔
の
孫
、
相
尹
を
父
に

持
ち
、
母
は
高
明
女
で
あ
っ
た
か
と
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
相
尹
女
「
少

将
」
と
能
子
が
同
人
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
相
尹
女
能
子
は
ま
ず
道
隆
女
、
原
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子
に
仕
え
、
後
に
道
長
女
、
彰
子
に
仕
え
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
に
な
り
、

中
関
白
家
が
急
速
に
没
落
す
る
な
か
、
道
長
方
に
と
り
込
ま
れ
て
い
く
波
瀾

に
満
ち
た
生
き
様
を
思
い
浮
か
べ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
先
に
あ
げ
た
『
御
堂

関
白
記
』
長
和
四
年
七
月
二
十
三
日
条
に
み
え
る
「
掌
侍
少
将
」
が
能
子
で

あ
る
な
ら
ば
、
能
子
は
源
政（
３５
）

職
の
妾
妻
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
記
録
上
に
は
後
一
条
朝
以
後
、
能
子
の
名
が
見
え
な
い
の
は
、

何
故
で
あ
ろ
う
か
。『
栄
花
物
語
』
巻
第
二
十
七
「
こ
ろ
も
の
た
ま
」
は
そ

の
理
由
を
仄
め
か
す
手
掛
か
り
を
提
供
し
て
い
る
。「
そ
の
こ
と
違
へ
ず
、

世
を
背
き
、
同
じ
道
に
入
る
人
々
、
少
将
の
内
侍
、
弁
の
君
、
弁
の
内
侍
、

染
殿
の
中
将
、
筑
前
の
命
婦
な
ど
な
り
」（
�
五
九
頁
）
と
、
彰
子
が
万
寿

三
年
に
出
家
し
た
時
の
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
こ
の
「
少
将
の
内
侍
」
が
藤

原
能
子
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
彼
女
は
主
君
の
彰
子
の
出
家
と

と
も
に
忠
誠
を
尽
く
し
て
出
家
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
長
元
四
年
九
月
二
十

五
日
彰
子
が
石
清
水
、
住
吉
に
詣
で
た
時
に
藤
原
能
子
が
「
少
将
の
尼（
３６
）

君
」

と
い
う
名
で
『
栄
花
物
語
』
に
登
場
し
て
も
い
る
。
能
子
が
相
尹
女
で
あ
れ

ば
、
能
子
は
相
尹
の
官
職
名
に
因
ん
で
「
少
将
」
と
呼
ば
れ
た
の
で
あ
ろ（
３７
）

う
。

ま
た
、
能
子
の
妹
が
後
朱
雀
朝
に
お
い
て
典
侍
と
な
っ
て
い
る
の
も
能
子
の

何
ら
か
の
働
き
か
け
に
よ
る
も
の
と
推
測
さ
れ
も
す
る
。

そ
の
４
、
式
部
乳
母
の
源
香
子

さ
て
、
も
う
一
人
「
式
部
の
乳
母
」
と
呼
ば
れ
る
源
香
子
は
ど
の
よ
う
な

人
物
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
源
香
子
の
名
前
で
調
べ
て
み
る
と
、
古
記
録
に

は
当
て
は
ま
る
女
房
は
見
当
た
ら
な
い
が
、『
紫
式
部
日
記
』
に
は
「
源
式

部
」
と
呼
ば
れ
る
人
物
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、『
紫
式
部
日
記
』
か

ら
検
討
し
て
い
き
た
い
。
寛
弘
五
年
九
月
十
五
日
、
敦
成
親
王
の
五
日
夜
の

産
養
の
記
事
に
、「
髪
上
げ
た
る
女
房
は
源
式
部
〈
加
賀
の
守
景
ふ
が
む
す

め
〉（
略
）
か
た
ち
な
ど
を
か
し
き
若
人
の
か
ぎ
り
に
て
（
略
）」（
一
四
三

（
３８
）

頁
）
と
あ
り
、
そ
の
夜
、
奉
仕
し
た
女
房
の
中
に
「
源
式
部
」
と
呼
ば
れ
る

人
物
が
い
る
。
ま
た
、
九
月
十
六
日
の
夜
に
も
「
若
き
人
は
舟
に
の
り
て
遊

ぶ
。
色
々
な
る
を
り
よ
り
も
、
お
な
じ
さ
ま
に
さ
う
ぞ
き
た
る
、
様
態
、
髪

の
ほ
ど
、
く
も
り
な
く
見
ゆ
。
小
大
輔
、
源
式
部
」（
一
四
六
頁
）
と
あ
り
、

源
式
部
が
再
び
登
場
し
て
い
る
。「
若
人
の
中
も
か
た
ち
よ
し
と
思
へ
る
は
、

小
大
輔
、
源
式
部
な
ど
」（
一
九
一
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
容
姿
を
紫

式
部
が
賞
賛
し
て
い
る
。
さ
ら
に
寛
弘
七
年
正
月
十
五
日
に
、
敦
良
親
王
の

五
十
日
祝
の
夜
に
、「
上
人
ど
も
十
七
人
ぞ
、
宮
の
御
方
に
ま
ゐ
り
た
る
。

い
と
宮
の
御
ま
か
な
ひ
は
橘
の
三
位
。
と
り
つ
ぐ
人
は
、
は
し
に
小
大
輔
、

源
式
部
、
内
に
は
小
少
将
」（
二
一
九
頁
）
と
あ
り
、
敦
良
親
王
の
御
膳
の

益
具
に
奉
仕
し
て
い
る
。
そ
し
て
、『
紫
式
部
日
記
』
の
「
源
式
部
」
に

「
加
賀
の
守
景
ふ
が
む
す
め
」（
一
四
三（
３９
）

頁
）
と
割
注
が
付
さ
れ
、
源
式
部
の

出
自
に
関
す
る
記
載
が
見
ら
れ
る
。
萩
谷
朴
氏
は
諸
写
本
の
字
形
か
ら
加
賀

守
源
重
文
と
論
じ
ら
れ
て
い（
４０
）

る
。『
紫
式
部
日
記
』
か
ら
得
ら
れ
た
情
報
を

整
理
す
る
と
、「
源
式
部
」
と
呼
ば
れ
る
加
賀
守
源
重
文
の
娘
は
、
敦
良
親

王
の
五
十
日
祝
の
時
に
奉
仕
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
源
重
文
女
「
源
式

部
」
が
後
朱
雀
天
皇
の
「
式
部
乳
母
」
源
香
子
と
同
人
か
ど
う
か
は
、
判
断

で
き
か
ね
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
紫
式
部
が
「
源
式
部
」
と
呼
び
、
寛
弘
年
間
内
裏
の
女
房
と

し
て
つ
と
め
た
加
賀
守
源
重
文
女
に
つ
い
て
は
、『
尊
卑
分
脈
』
に
面
白
い

記
載
が
あ
る
。
藤
原
資
業
の
男
、
実
政
、
実
家
に
「
母
加
賀
守
重
文
女
」
と

注
記
が
付
さ
れ
て
い（
４１
）

る
。『
紫
式
部
日
記
』
に
は
、
寛
弘
五
年
の
大
�
日
の

夜
に
「
式
部
の
丞
資
業
」（
一
八
六
頁
）
が
、
宮
中
の
灯
台
の
さ
し
油
を
注
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い
だ
記
事
が
み
え
、
資
業
は
そ
の
時
、
式
部
丞
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

『
尊
卑
分
脈
』
の
記
事
か
ら
考
え
れ
ば
、
源
重
文
女
が
当
時
式
部
丞
で
あ
っ

た
藤
原
資
業
と
結
婚
し
、
実
政
と
実
家
を
生
ん
だ
の
だ
ろ
う
。
恐
ら
く
、
夫

の
資
業
の
官
職
「
式
部
少（
４２
）

丞
」
に
因
ん
で
、「
源
式
部
」
の
名
で
呼
ば
れ
た

の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
『
尊
卑
分
脈
』
に
よ
れ
ば
、
藤
原
資
業
に
は
、
実
政
、

実
家
以
外
に
、
実
綱
と
い
う
男
子
が
い
る
。
実
政
、
実
家
と
違
っ
て
、
母
は

藤
原
師
長
女
と
す
る
。
一
方
、『
系
図
纂
要
』
に
よ
る
と
、
師
長
女
が
実
政

の
母
で
あ
る
こ
と
が
見
え（
４３
）

る
。
従
っ
て
、
資
業
妻
に
は
少
な
く
と
も
源
重
文

女
と
藤
原
師
長
女
が
確
認
で
き
る
が
、
実
政
の
母
に
つ
い
て
は
、
重
文
女
か
、

師
長
女
か
の
混
乱
が
み
え
る
。

ま
た
、『
後
拾
遺
和
歌
集
』
の
五
六
一
番
の
歌
に
「
後
冷
泉
御
時
、
暇
な

ど
申
し
て
筑
紫
に
下
り
侍
り
け
る
ほ
ど
に
、
代
も
変
り
ぬ
と
聞
き
て
、
上
東

門
院
の
と
は
せ
た
ま
ひ
け
る
御
返
り
に
た
て
ま
つ
れ
侍
け
る
（
歌
略
）
式
部

命
婦
」
と
い
う
詞
書
が
あ（
４４
）

り
、
そ
の
詞
書
に
よ
れ
ば
、
筑
紫
へ
下
向
し
た

「
式
部
命
婦
」
と
呼
ば
れ
る
女
房
が
上
東
門
院
彰
子
と
御
代
変
り
を
感
嘆
し
、

返
歌
を
送
っ
た
こ
と
が
み
え
る
。
こ
の
式
部
命
婦
が
後
冷
泉
天
皇
の
時
に
宮

仕
え
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
、
し
か
も
後
朱
雀
天
皇
の
母
で
あ
る
彰
子
と

深
い
�
が
り
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
『
新
千
載
和
歌

集
』
に
は
、「
命
婦
乳
母
と
ほ
き
所
へ
ま
か
り
け
る
に
、
か
が
み
を
た
ま
は

す
と
て

上
東
門（
４５
）

院
」
と
い
う
詞
書
が
付
さ
れ
た
歌
が
あ
り
、
お
そ
ら
く
こ

の
歌
が
筑
紫
に
下
向
し
た
「
式
部
命
婦
」
へ
贈
ら
れ
た
歌
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
要
す
る
に
『
新
千
載
』
に
み
え
る
「
式
部
命
婦
」
と
『
後
拾
遣
』
に
み

え
る
「
命
婦
乳
母
」
は
同
人
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。「
命
婦
乳
母
」
は

『
後
拾
遣
』『
新
千
載
』
に
よ
れ
ば
、
後
冷
泉
天
皇
の
乳
母
と
考
え
る
他
は
あ

る
ま
い
が
、
臆
説
を
述
べ
れ
ば
、
後
朱
雀
天
皇
の
乳
母
で
も
あ
っ
た
か
も
し

れ
な
い
。「
式
部
乳
母
」
源
香
子
と
こ
の
「
命
婦
乳
母
」
が
同
人
で
あ
る
可

能
性
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
た
い
。

そ
の
５
、
弁
乳
母
の
藤
原
明
子

『
光
厳
帝
宸
記
之
写
』
の
中
で
最
後
に
残
る
の
は
、「
弁
乳
母
」
藤
原
明
子

で
あ
る
。
先
ず
、「
弁
乳
母
」
に
つ
い
て
調
べ
れ
ば
、『
栄
花
物
語
』
巻
第
十

一
「
つ
ぼ
み
花
」
に
、「
若
宮
の
御
乳
母
今
二
人
参
り
添
ひ
た
り
。
一
人
は

安
房
守
順
時
朝
臣
の
女
、
弁
の
乳
母
と
い
ふ
（
略
）」（
�
三
四
頁
）
と
あ
り
、

禎
子
内
親
王
の
乳
母
と
し
て
「
弁
乳
母
」
が
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。『
尊

卑
分
脈
』
に
道
綱
孫
、
顕
綱
の
項
に
「
母
弁
乳
母
、
加
賀
守
順
時
女
、
康
和

五
六
二
十
七
卒
七
十（
４６
）

五
」
と
あ
る
か
ら
、
順
時
女
「
弁
乳
母
」
は
、
兼
経
の

妻
と
な
り
、
顕
綱
を
生
ん
だ
こ
と
が
知
ら
れ
る
。『
尊
卑
分
脈
』
や
『
栄
花

物
語
』
に
よ
る
と
、
禎
子
内
親
王
の
「
弁
乳
母
」
順
時
女
の
経
歴
は
わ
か
る

け
れ
ど
、
彼
女
の
実
名
は
不
明
の
ま
ま
で
あ
る
。
果
た
し
て
こ
の
順
時
女
が
、

敦
良
親
王
の
乳
母
「
弁
乳
母
」
藤
原
明
子
と
同
人
で
あ
る
か
否
か
、
は
っ
き

り
し
た
断
定
を
躊
躇
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ま
ず
は
、

両
者
は
別
人
と
考
え
て
、
ほ
か
に
藤
原
明
子
と
看
做
さ
れ
る
可
能
性
の
あ
る

人
物
を
追
求
し
て
み
よ
う
。

さ
て
、『
春
記
』
に
注
目
さ
れ
る
記
載
が
見
ら
れ
る
。
長
暦
二
年
（
一
〇

三
八
）
十
月
八
日
条
に
「
故
兼
貞
後
家
前
典
侍
〈
御
乳
母
〉」、
長
久
元
年

（
一
〇
四
〇
）
十
一
月
二
十
七
日
条
に
「
又
故
兼
貞
朝
臣
後
家
〈
御
乳
母

也
〉
前
典（
４７
）

侍
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
後
朱
雀
天
皇
に
は
「
典
侍
」
で
あ
っ
た

乳
母
が
お
り
、
兼
貞
の
後
家
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。『
尊
卑
分
脈
』
に
、

も
う
一
つ
見
逃
し
が
た
い
資
料
が
あ
る
。
兼
貞
の
男
に
政
兼
が
記
載
さ
れ
て

い
る
。
そ
し
て
政
兼
の
傍
注
に
「
母
播
磨
守
説
孝
女
」
と
の
説
明
が
な
さ
れ
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て
い
る
の
で
あ
る
。「
説
孝
女
」
が
、
兼
貞
妻
と
な
り
、
政
兼
を
生
み
、
後

朱
雀
天
皇
の
乳
母
と
な
り
、「
典
侍
」
と
呼
ば
れ
た
可
能
性
を
見
出
し
得
る
。

そ
し
て
、
彼
女
の
父
、
藤
原
説
孝
の
経
歴
を
調
べ
れ
ば
、
左
少
弁
、
権
左
中

弁
、
左
中
弁
、
右
大
弁
、
左
大（
４８
）

弁
な
ど
、
弁
官
を
歴
任
し
た
人
物
で
あ
る
と

気
づ
く
。
後
朱
雀
天
皇
の
乳
母
「
前
典
侍
」
説
孝
女
が
、
父
の
藤
原
説
孝
の

官
職
名
に
因
ん
で
「
弁
の
乳
母
」
と
呼
ば
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
う
す
る
と
、
こ
の
説
孝
女
を
、『
光
厳
帝
宸
記
之
写
』
に
記
載
さ
れ
た
藤

原
明
子
と
判
断
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
か
。
要
す
る
に
、
前
述
し
た
禎
子
内

親
王
の
乳
母
な
る
順
時
女
で
は
な
く
、
藤
原
説
孝
女
で
兼
貞
妻
と
な
っ
た
人

物
が
後
朱
雀
天
皇
の
「
弁
乳
母
」
藤
原
明
子
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

さ
ら
に
、
彼
女
の
身
辺
を
探
っ
て
み
れ
ば
、
説
孝
室
に
は
源
典
侍
と
い
う
女

性
が
い（
４９
）

る
。
彼
女
は
、
三
条
天
皇
の
乳
母
と
し
て
つ
と
め
た
経
歴
が
あ
り
、

ま
た
、
彼
女
の
母
、
紀
頼
子
は
円
融
天
皇
の
乳
母
で
あ
る
こ（
５０
）

と
が
知
ら
れ
る

よ
う
に
、
お
そ
ら
く
説
孝
女
藤
原
明
子
が
後
朱
雀
天
皇
の
乳
母
に
な
る
の
は
、

そ
の
乳
母
家
系
と
大
き
な
関
係
が
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
こ
と

で
、
後
朱
雀
天
皇
の
「
弁
の
乳
母
」
藤
原
明
子
が
、
説
孝
女
で
あ
る
可
能
性

も
捨
て
き
れ
な
い
の
で
あ
る
。

な
お
、『
栄
花
物
語
』
巻
第
八
「
は
つ
は
な
」
に
は
敦
成
親
王
の
五
十
日

祝
の
夜
に
「
東
の
御
�
す
こ
し
上
げ
て
、
弁
内
侍
、
中
務
命
婦
、
大
輔
命
婦
、

中
将
の
君
な
ど
」（
�
四
一
八
頁
）
と
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
中

務
命
婦
」
は
「
中
務
乳
母
」
源
隆
子
で
あ
る
。
こ
の
「
弁
内
侍
」
も
、
お
そ

ら
く
の
ち
に
（
寛
弘
六
年
）
敦
良
親
王
の
乳
母
と
な
っ
て
「
弁
乳
母
」
と
呼

ば
れ
た
藤
原
明
子
で
あ
る
と
、
想
定
し
て
よ
か
ろ
う（
５１
）

か
。
ま
た
、『
栄
花
物

語
』
巻
第
二
十
七
「
こ
ろ
も
の
た
ま
」
に
、
万
寿
三
年
正
月
に
彰
子
が
出
家

す
る
時
に
「
そ
の
こ
と
違
へ
ず
、
世
を
背
き
、
同
じ
道
に
入
る
人
々
、
少
将

の
内
侍
、
弁
の
君
、
弁
の
内
侍
、
染
殿
の
中
将
、
筑
前
の
命
婦
な
ど
な
り
」

（
�
五
九
頁
）
と
あ
る
が
、
彰
子
と
と
も
に
出
家
し
た
女
房
の
一
人
、
こ
の

「
弁
の
内
侍
」
も
藤
原
明
子
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
万
寿

三
年
の
出
家
に
よ
り
、
乳
母
を
辞
め
、
内
裏
か
ら
退
出
し
た
の
だ
ろ
う
。
そ

し
て
、
明
子
が
出
家
し
て
も
、
彼
女
は
後
朱
雀
天
皇
の
乳
母
で
あ
る
経
歴
は

変
わ
ら
な
い
の
で
、
資
房
が
長
暦
二
年
、
長
久
元
年
に
説
孝
女
な
る
藤
原
明

子
を
「
御
乳
母
也
」「
前
典
侍
」
と
記
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

三
、
可
能
性
と
し
て
の
菅
野
敦
頼
女

以
上
の
よ
う
に
考
証
を
重
ね
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
乳
母
の
輪
郭
が
漸
く
見

え
て
き
た
が
、
と
こ
ろ
で
、
後
朱
雀
天
皇
の
乳
母
に
つ
い
て
、
も
う
一
人
、

そ
の
可
能
性
の
あ
る
女
性
の
い
た
こ
と
が
、『
尊
卑
分
脈
』
か
ら
浮
か
び
上

が
っ
て
く
る
。『
尊
卑
分
脈
』
第
三
編
（
四
一
四
頁
）
に
収
め
る
宇
多
源
氏

の
系
図
に
成
頼
の
男
、
義（
５２
）

経
に
は
、「
本
名
章
経
」「
母
朱
雀
院
御
乳
母
、
菅

野
敦
頼
女
」
と
注
記
が
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
系
図
を
簡
単
に
示
せ
ば
「
雅

信
―
―
扶
義
―
―
成
頼
―
―
章
経
」
と
な
る
。
そ
こ
で
章
経
の
父
、
成
頼
か

ら
考
え
て
み
よ
う
。
扶
義
男
、
成
頼
に
は
、
兄
に
従
三
位
参
議
の
経
頼
が
い

る
。
ま
た
姉
妹
に
は
敦
成
親
王
が
誕
生
し
た
時
に
、
御
迎
湯
に
奉
仕
し
た

「
大
納
言
の
君
」
と
呼
ば
れ
る
源
廉
子
が
い（
５３
）

る
。
以
上
の
よ
う
な
家
族
構
成

か
ら
考
え
れ
ば
、『
尊
卑
分
脈
』
に
お
け
る
章
経
の
「
母
朱
雀
院
御
乳
母
」

の
説
明
に
つ
い
て
不
審
の
念
を
抱
く
の
で
あ
る
。
祖
父
で
あ
る
扶
義
が
一
条

朝
、
父
の
成
頼
、
伯
父
の
経
頼
、
叔
母
の
源
廉
子
が
皆
後
一
条
朝
に
奉
仕
し

た
の
で
あ
る
か
ら
、
章
経
の
母
、
菅
野
敦
頼
女
が
「
朱
雀
院
御
乳
母
」
で
あ

る
の
は
年
代
的
に
合
わ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
注
記
は
別
人
の
も
の
が
混
入

し
た
可
能
性
を
想
定
す
る
必
要
も
あ
ろ
う
が
、「
母
朱
雀
院
御
乳
母
」
の
注
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記
は
、
書
写
の
段
階
で
「
後
」
が
抜
け
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

つ
ま
り
本
来
「
母
後
朱
雀
院
御
乳
母
」
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
で
は
な
か
ろ
う

か
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
源
成
頼
室
に
は
後
朱
雀
天
皇
の
御
乳
母
と
な
っ
た
菅

野
敦
頼
女
と
い
う
女
性
が
い
て
、
そ
の
女
性
が
章
経
を
生
ん
だ
の
だ
と
考
え

ら
れ
る
だ
ろ
う
。

一
方
、『
平
行
親
記
』
の
長
暦
元
年
九
月
二
十
日
条
に
は
、
八
十
嶋
祭
使

と
し
て
派
遣
さ
れ
た
人
物
が
「
今
日
八
十
嶋
祭
使
者
、
典
侍
〈
三
位
〉
蔵
人

〈
左
衛
門
尉
章（
５４
）

経
〉」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
三
位
の
典
侍
と
蔵
人
の
章
経
で

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。『
江
家
次
第
』
八
十
島
祭
「
大
嘗
会
次
年
行
之
、

多
在
大
神
宝
之
後
（
略
）
次
以
典
侍
一
人
為
使
〈
多
用
御
乳
母
〉（（
５５
）

略
）」
を

参
考
に
す
れ
ば
、
長
暦
元
年
の
八
十
嶋
祭
使
の
三
位
の
典
侍
も
後
朱
雀
天
皇

の
御
乳
母
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
気
に
な
る
の
が
一
緒
に
難
波
に
出
向
し
た
章
経
と
い

う
人
物
で
あ
る
。
章
経
を
検
討
す
る
前
に
、
先
ず
は
後
一
条
朝
の
八
十
嶋
祭

使
を
検
証
し
て
お
こ
う
。
後
一
条
天
皇
が
即
位
し
た
後
、
寛
仁
元
年
十
二
月

二
五
日
に
八
十
嶋
祭
が
行
わ
れ
た
。『
左
経
記
』
十
二
月
十
二
日
条
に
、
勅

使
定
め
ら
れ
、「
今
日
典
侍
美
子
、
蔵
人
章
任
等
、
為
八
十
島
祭
勅（
５６
）

使

（
略
）」
と
書
か
れ
て
い
る
。
後
一
条
天
皇
の
乳
母
、
藤
原
美
子
と
後
一
条
天

皇
の
乳
母
子
、
源
章（
５７
）

任
―
―
母
は
藤
原
基
子
―
―
が
祭
使
と
な
っ
た
。
後
一

条
朝
の
例
は
、「
御
乳
母
」
と
「
御
乳
母
子
」
が
派
遣
さ
れ
た
の
が
興
味
深

い
。
後
一
条
朝
の
八
十
嶋
祭
が
前
例
と
さ
れ
た
す
れ
ば
、
長
暦
元
年
に
難
波

に
出
向
し
た
蔵
人
章
経
も
乳
母
子
で
あ
っ
た
可
能
性
が
で
て
く
る
。
長
暦
元

年
九
月
二
十
日
に
章
経
が
蔵
人
と
し
て
八
十
嶋
祭
使
を
つ
と
め
た
の
は
、
後

一
条
天
皇
の
乳
母
子
の
源
章
任
の
場
合
に
準
じ
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

つ
ま
り
、
彼
も
後
朱
雀
天
皇
の
乳
母
子
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
繰
り
返

し
て
言
う
が
、『
尊
卑
分
脈
』
に
よ
れ
ば
、
彼
は
成
頼
男
で
、
母
と
し
て
菅

野
敦
頼
女
は
相
応
し
く
、
し
た
が
っ
て
菅
野
敦
頼
女
は
後
朱
雀
天
皇
の
乳
母

で
あ
っ
た
可
能
性
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
、
お
そ
ら
く
成
頼
妻
の
菅
野

敦
頼
女
が
後
朱
雀
天
皇
の
乳
母
と
な
っ
た
の
は
、
彰
子
の
上
�
女
房
で
、
成

頼
の
姉
妹
な
る
源
廉
子
の
推
薦
に
よ
る
も
の
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
ま

た
一
人
、
後
朱
雀
天
皇
の
乳
母
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

四
、
結
び

結
果
と
し
て
、
後
朱
雀
天
皇
に
は
少
な
く
と
も
七
名
の
乳
母
が
存
在
す
る

こ
と
が
わ
か
っ
た
。
藤
原
豊
子
を
除
く
六
人
に
つ
い
て
は
、
煩
瑣
な
、
し
か

も
推
測
を
ま
じ
え
た
考
証
の
結
果
、
そ
の
経
歴
や
系
譜
に
つ
い
て
、
わ
ず
か

な
が
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
以
上
の
考
証
を
踏
ま
え

て
、
最
後
に
一
つ
の
推
測
を
加
え
た
い
。

源
陟
子
の
夫
な
る
人
物
に
つ
い
て
は
、
直
接
的
な
資
料
が
見
当
た
ら
な
い

の
で
あ
る
が
、
幸
い
に
『
小
右
記
』
に
手
掛
か
り
が
み
え
る
。
寛
仁
四
年
十

月
十
一
日
に
春
宮
（
敦
良
親
王
）
の
た
め
に
河
内
守
藤
原
方
正
が
賀
茂
社
に

祈
願
を
な
し
た
時
に
「
方
正
妻
是
則
御
乳
母（
５８
）

也
」
と
あ
る
。
上
述
し
た
よ
う

に
、
後
朱
雀
天
皇
の
乳
母
の
な
か
で
、
唯
一
結
婚
相
手
が
不
明
な
の
は
、

「
大
宮
宣
旨
」
源
陟
子
で
あ
る
。
ほ
か
の
六
名
の
乳
母
の
夫
は
す
べ
て
直
接

的
な
資
料
で
立
証
さ
れ
た
の
で
、『
小
右
記
』
に
記
載
さ
れ
た
「
方
正
妻
」

が
源
陟
子
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
す
る
と
、
源
陟
子
の

夫
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
と
一
つ
の
不
明
点
に
つ
い
て
、

解
明
の
糸
口
が
見
え
て
く
る
。『
春
記
』
長
暦
三
年
十
二
月
十
六
日
条
に
み

え
る
「
而
経
成
更
被
加
任
事
（
略
）
依
御
乳
母
聟（
５９
）

歟
」
一
句
で
あ
る
。
後
朱

雀
朝
の
長
暦
三
年
十
二
月
の
叙
位
に
、
少
納
言
源
経
成
が
左
少
弁
に
任
ぜ
ら
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れ
た
の
で
あ
る
が
、「
そ
れ
は
経
成
妻
の
母
が
今
上
帝
の
乳
母
の
た
め
」
で

あ
る
と
、
当
時
の
蔵
人
頭
の
藤
原
資
房
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
で
は
源
経
成

の
妻
の
母
を
探
っ
て
み
よ
う
。『
公
�
補
任
』
に
は
堀
河
嘉
承
元
年
（
一
一

〇
六
）
に
、
詳
し
い
記
載
が
み
え
る
。
参
議
正
四
位
上
源
重
資
の
項
目
に

「
故
権
中
納
言
経
成
�
男
。
母
故
春
宮
亮
藤
原
泰
通
朝
臣
女
」
と
の
説
明
が

あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
源
経
成
が
藤
原
泰
通
女
と
結
婚
し
、
源
重
資
が
生
ま
れ

た
系
譜
が
み
え
、
そ
し
て
、『
春
記
』
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
経
成
妻
、
藤
原

泰
通
女
の
母
は
、
後
朱
雀
天
皇
の
乳
母
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
併
せ
て
考

え
れ
ば
、
泰
通
妻
に
つ
い
て
は
、「
中
務
の
乳
母
」
と
呼
ば
れ
た
源
隆
子
の

こ
と
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
一
方
、『
尊
卑
分
脈
』
に
は
興
味
深
い
記

載
が
窺
え
る
。
経
成
男
重
資
の
項
に
は
「
母
春
宮
亮
藤
泰
通
朝
臣
女
」「「
或

本
」
母
阿
波
守
方
正
女
」
と
記
さ
れ
た
よ
う
に
、『
尊
卑
分
脈
』
に
は
二
通

り
の
説
明
を
施
し
て
い
る
。
要
す
る
に
、
重
資
の
母
な
る
経
成
妻
に
つ
い
て

は
、
泰
通
女
と
方
正
女
な
る
女
性
の
ど
ち
ら
か
迷
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

の
混
同
の
発
生
が
、
お
そ
ら
く
、
経
成
妻
の
出
自
か
ら
生
ま
れ
た
か
と
考
え

ら
れ
よ
う
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
泰
通
妻
に
は
後
朱
雀
天
皇
の
乳
母
な
る
源

隆
子
と
い
う
女
性
が
い
る
こ
と
が
分
か
る
一
方
、
方
正
妻
に
は
同
じ
く
後
朱

雀
天
皇
の
乳
母
な
る
源
陟
子
と
い
う
女
性
が
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
う

す
る
と
、『
尊
卑
分
脈
』
は
同
じ
後
朱
雀
天
皇
の
乳
母
な
る
「
源
隆�

子
」
と

「
源
陟�

子
」
を
混
同
し
て
、
重
資
の
母
に
つ
い
て
、
結
局
二
通
り
に
注
記
を

施
し
た
の
で
は
な
い
か
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

注（
１
）

福
長
進
氏
「
栄
花
物
語
の
対
象
化
の
方
法
―
原
資
料
を
想
定
し
て
読
む
こ

と
に
つ
い
て
―
」（『
栄
花
物
語
研
究
』
第
一
集

国
書
刊
行
会

昭
和
六
十

年
九
月
）、『
紫
式
部
日
記
』
の
原
資
料
利
用
に
つ
い
て
「『
紫
日
記
』
に
依
拠

し
た
初
花
巻
の
場
合
が
下
部
の
本
音
と
た
て
ま
え
と
を
描
き
出
し
た
の
と
は

質
的
に
異
な
る
が
、
初
花
巻
の
原
資
料
か
ら
取
用
し
た
表
現
が
、
以
後
の
同

種
の
記
事
の
細
部
の
叙
述
に
参
与
し
て
い
る
の
で
あ
る
」（
三
一
頁
）
と
あ
る
。

（
２
）

引
用
は
山
中
裕
氏
・
秋
山
虔
氏
・
池
田
尚
隆
氏
・
福
長
進
氏
校
注
、
新
編

日
本
古
典
全
集
『
栄
花
物
語
』（
小
学
館

一
九
九
五
年
八
月
）
に
よ
る
。
括

弧
内
の
算
用
数
字
は
冊
数
、
漢
数
字
は
頁
数
を
示
す
。
以
下
同
。

（
３
）

前
掲
（
注
１
）
福
長
氏
論
文
に
「
敦
成
親
王
誕
生
が
先
例
化
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
う
か
が
え
る
」（
三
十
頁
）
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
中
村
康
夫

氏
が
「
敦
良
親
王
の
場
合
に
は
、
は
っ
き
り
と
�
前
に
同
じ
�
で
処
理
し
て

い
る
」
と
論
じ
ら
れ
る
。『
栄
花
物
語
の
基
層
』（
風
間
書
房

二
〇
〇
二
年

十
月
）、
五
八
頁
。

（
４
）

引
用
は
『
御
堂
関
白
記
』（
大
日
本
古
記
録
本
）
に
よ
る
。
中
巻
三
十
頁
。

（
５
）
『
公
�
補
任
』（
新
訂
増
補
国
史
大
系
本
）
に
よ
れ
ば
、
寛
弘
六
年
十
一
月

の
東
宮
傅
は
藤
原
道
綱
（
大
納
言

正
二
位
）。

（
６
）
『
栄
花
物
語
』
初
花
巻
に
は
「
御
湯
殿
は
讃
岐
の
宰
相
の
君
」、『
紫
式
部
日

記
』
に
は
「
宰
相
の
君
」
と
あ
る
。
諸
注
釈
は
、
い
ず
れ
も
道
綱
娘
の
藤
原

豊
子
で
あ
る
と
す
る
。

（
７
）

加
納
重
文
氏
「
作
者
の
周
辺
―
乳
母
―
」『
歴
史
物
語
の
思
想
』（
京
都
女

子
大
学
研
究
叢
刊
１９
平
成
四
年
十
二
月
）
一
六
七
頁
、
吉
海
直
人
氏
「『
栄
花

物
語
』
の
乳
母
達
」『
平
安
朝
の
乳
母
達

『
源
氏
物
語
』
へ
の
階
梯
』（
世
界

思
想
社

一
九
九
五
年
九
月
）、
三
二
五
頁
。

（
８
）
『
御
堂
関
白
記
』（
大
日
本
古
記
録
本
）
寛
仁
三
年
八
月
二
八
日
条
「
御
乳

母
・
宣
旨
等
給
加
階
」、『
小
右
記
』（
大
日
本
古
記
録
本
）
寛
仁
三
年
八
月
二

八
日
条
「
大
臣
以
蔵
人
頭
左
中
弁
経
通
令
奏
詔
書
位
記
〈
先
是
被
仰
宮
宣

〔
簿
〕

旨
・
乳
母
等
名
、
可
下
給
名
薄
歟
（
略
）〉、『
左
経
記
』（
史
料
大
成
本
）
寛

仁
三
年
八
月
二
八
日
条
「
又
宣
旨
乳
母
等
参
大
監
（
盤
カ
）
所
申
加
階
慶
各
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禄
」。

（
９
）

寛
仁
三
年
正
月
の
敦
良
親
王
の
元
服
記
録
と
し
て
、『
光
厳
帝
宸
記
之
写
』

と
名
付
け
ら
れ
、『
大
日
本
史
料
』
寛
仁
三
年
八
月
二
十
八
日
条
に
引
載
さ
れ

た
の
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
「
伏
見
宮
御
記
録
」
と
い
う
北
朝
伏
見
宮
家
の

蔵
書
群
の
中
の
一
つ
で
あ
り
、「
伏
見
宮
御
記
録
」
は
ま
た
「
伏
見
宮
記
録
文

書
」
と
称
さ
れ
、
特
に
音
楽
関
係
、
例
え
ば
秘
曲
御
伝
授
記
、
琵
琶
灌
頂
次

第
、
筝
相
承
系
図
等
を
収
む
。

（
１０
）
『
光
厳
帝
宸
記
之
写
』
の
引
用
は
『
大
日
本
史
料
』
第
二
編
第
十
四
冊
（
東

京
大
学
史
料
編
纂
所
）
三
百
七
十
二
頁
に
よ
る
。

（
１１
）

橋
本
義
彦
氏
が
『
大
日
本
史
料
』
寛
仁
三
年
八
月
二
十
八
日
条
に
引
載
す

る
『
伏
見
宮
御
記
録
』
の
「
光
厳
帝
宸
記
之
写
」
に
つ
い
て
、「「
伏
見
宮
御

記
録
」
に
は
か
な
り
誤
写
が
多
い
の
で
、
書
陵
部
所
蔵
の
原
本
（
現
書
名
は

「
東
宮
御
元
服
勘
例
」）
に
つ
い
て
調
べ
て
み
る
と
、
問
題
の
箇
所
は
「
源
香

子
」
と
あ
り
、「
同
」
は
「
源
」
の
誤
写
と
判
明
す
る
。
し
か
も
東
洋
文
庫
蔵

広
橋
本
「
東
宮
御
元
服
部
類
記
」
所
収
の
「
行
成
�
記
」
に
も
、
こ
の
記
文

に
対
応
す
る
記
事
が
あ
り
、
そ
こ
に
も
「
源
香
子
御
乳
母
式
部
」
と
明
記
し

て
い
る
。」
と
指
摘
さ
れ
た
。「
古
記
録
誤
写
誤
読
」『
平
安
貴
族
』（
平
凡
社

選
書

一
九
八
六
年
八
月
）、
二
五
八
頁
。

（
１２
）
『
春
記
』（
増
補
史
料
大
成
本
）
長
暦
三
年
十
二
月
十
六
日
条
。
八
十
頁
。

長
暦
二
年
十
月
八
日
条
に
も
「
又
故
兼
貞
後
家
前
典
侍
〈
御
乳
母
〉」
と
、
長

暦
三
年
十
二
月
十
六
日
条
と
同
じ
記
載
が
見
え
る
。

（
１３
）

角
田
文
衛
氏
「
後
一
条
天
皇
の
乳
母
た
ち
」『
王
朝
の
明
暗
』（
東
京
堂
出

版

昭
和
五
十
二
年
三
月
）
参
照
。

（
１４
）

前
掲
（
注
１３
）
角
田
氏
論
文
。
萩
谷
朴
氏
『
紫
式
部
日
記
全
注
釈
』
上
巻

一
〇
四
頁
か
ら
一
一
四
頁
に
は
、
敦
成
親
王
の
御
乳
母
七
人
に
つ
い
て
の
考

証
が
見
え
る
。

（
１５
）

和
田
英
松
氏
『
新
訂

官
職
要
解
』（
講
談
社
学
術
文
庫

二
〇
〇
〇
年
六

月
）
七
十
八
頁
参
照
。

（
１６
）

宣
旨
に
つ
い
て
は
（
注
１５
）
前
掲
書
、
二
三
四
頁
。

（
１７
）

新
編
全
集
『
栄
花
物
語
』（
�
四
二
二
頁
）
頭
注
に
「
源
伊
陟
女
、
陟
子
。

中
宮
の
上
�
女
房
」
と
あ
る
。

（
１８
）
『
小
右
記
』（
大
日
本
古
記
録
本
）
第
二
巻
、
一
八
六
頁
。

（
１９
）

新
編
全
集
『
栄
花
物
語
』
巻
二
十
七
「
こ
ろ
も
の
た
ま
」（
�
五
八
頁
）
の

頭
注
に
『
院
号
定
部
類
記
』
所
引
の
『
権
記
』
に
「
宮
宣
旨
〈
故
伊
陟
中
納

言
女
、
弁
内
侍
〈
故
順
時
朝
臣
女
〉、
大
弁
、
大
輔
、
大
進
、
筑
前
命
婦
、
尼

ト
為
ル
、
ト
云
々
」
と
あ
る
。

（
２０
）

引
用
は
藤
岡
忠
美
氏
・
中
野
幸
一
氏
・
犬
養
廉
氏
・
石
井
文
夫
氏
校
注
、

新
編
日
本
古
典
全
集
『
和
泉
式
部
日
記
・
紫
式
部
日
記
・
更
級
日
記
・
讃
岐

典
侍
日
記
』（
小
学
館

二
〇
〇
一
年
四
月
）
に
よ
る
。
数
字
は
頁
数
を
表
す
。

以
下
同
。

（
２１
）

杉
崎
重
遠
氏
「
中
務
典
侍
」『
王
朝
歌
人
伝
の
研
究
』（
新
典
社
研
究
叢
書

１５
新
典
社

昭
和
六
十
二
年
三
月
）。
な
お
、
藤
原
高
子
が
後
に
藤
原
灑
子
に

改
名
し
た
説
も
あ
る
。
詳
細
は
、
角
田
文
衛
氏
「
中
務
典
侍
」『
平
安
人
物

志
』
下
（
角
田
文
衛
著
作
集
６

法
蔵
館

昭
和
六
十
年
七
月
）
参
照
。

（
２２
）
『
小
右
記
』（
大
日
本
古
記
録
本
）
治
安
元
年
八
月
二
十
九
日
条
「
前
美
乃

〔
亮
〕

守
泰
通
任
春
宮
高
」。

（
２３
）
『
新
校
群
書
類
従
』（
巻
三
三
）
所
収
の
『
践
祚
部
類
鈔
』
に
、「
三
条
院

寛
弘
八
年
六
月
十
三
日
乙
卯
受
禅
（
略
）
剣
璽
使
〈
或
云
少
将
典
侍
能
子
持

剣
〉」
と
あ
る
。

（
２４
）
『
権
記
』（
増
補
史
料
大
成
本
）
寛
弘
八
年
六
月
十
三
日
条
「
御
譲
位
也

（
略
）
内
侍
一
人
〈
能
子
、
少
将
、〉
出
自
御
�
中
、
取
表
函
奏
覧
（
略
）」。

（
２５
）
『
御
堂
関
白
記
』（
大
日
本
古
記
録
本
）
長
和
元
年
閏
十
月
二
日
条
に

「（
略
）
可
供
奉
御
禊
内
侍
順
子
、
依
假
改
仰
能
子
者
、
件
内
侍
依
供
奉
大
嘗

会
事
、」。
中
巻
、
一
七
三
頁
。
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（
２６
）
『
御
堂
関
白
記
』（
大
日
本
古
記
録
本
）
寛
仁
二
年
九
月
八
日
条
「（
略
）
典
侍

藤
原
豊
子
申
障
、
仍
以
掌
侍
藤
原
能
子
為
代
官
、
乗
車
」。
下
巻
、
一
七
五
頁
。

（
２７
）
『
御
堂
関
白
記
』（
大
日
本
古
記
録
本
）
長
和
四
年
七
月
二
十
三
日
条

〔
平
〕

〔
政
〕

「（
略
）
依
掌
侍
少
将
愁
、
召
〔
兵
脱
〕
部
少
輔
為
忠
、
聞
事
、
加
賀
守
正
職

件
宮
御
封
物
未
弁
、
妾
女
宅
被
封
事
也
、
可
免
由
有
御
返
事
（
略
）」。
下
巻
、

二
十
頁
。

（
２８
）
『
左
経
記
』（
史
料
大
成
本
）
万
寿
三
年
十
二
月
十
五
日
条
。「
次
内
女
房
賜

物
、
御
乳
母
二
人
、（
割
注
略
）、
少
将
典
侍
、（
割
注
略
）、
内
侍
五
人

（
略
）」
一
九
九
頁
。

（
２９
）
『
紫
式
部
日
記
』〔
一
九
〕「
北
の
陣
に
車
あ
ま
た
あ
り
と
い
ふ
は
、
上
人
ど

も
な
り
け
り
。
藤
三
位
を
は
じ
め
に
て
、
侍
従
の
命
婦
、
藤
少
将
の
命
婦
、

馬
の
命
婦
、
左
近
の
命
婦
、
筑
前
の
命
婦
、
少
輔
の
命
婦
、
近
江
の
命
婦
な

ど
ぞ
聞
こ
え
は
べ
り
し
」（
新
編
全
集
一
四
七
頁
）
の
「
藤
少
将
の
命
婦
」
注

に
は
「
内
裏
女
房
。
藤
原
能
子
」
と
あ
る
。

（
３０
）

敦
成
親
王
の
誕
生
し
た
寛
弘
五
年
に
は
、
藤
原
能
子
は
「
典
侍
」
で
は
な

く
、「
掌
侍
」
で
あ
ろ
う
。
敦
良
親
王
の
乳
母
と
な
り
、
そ
の
功
で
「
典
侍
」

に
叙
位
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
３１
）

萩
谷
朴
氏
校
注
『
平
安
朝
歌
合
大
成
三
』
所
収
の
「
権
大
納
言
師
房
歌

合
」
に
よ
る
。

（
３２
）

引
用
は
松
尾
聡
氏
・
永
井
和
子
氏
校
注
、
新
編
日
本
古
典
全
集
『
枕
草

子
』（
小
学
館

一
九
九
七
年
十
一
月
）。
括
弧
内
の
漢
数
字
は
頁
数
を
示
す
。

以
下
同
。

（
３３
）
『
春
記
』
長
久
元
年
五
月
二
十
四
日
条
「
少
将
掌
侍
従
者
女
、
去
夜
拷
�
指

申
云
、
中
将
典
侍
〈
相
尹
女
〉
從
女
所
為
也
」
が
あ
る
。
萩
谷
朴
氏
『
紫
式

部
日
記
全
注
釈
』
上
巻
（
角
川
書
店

昭
和
四
十
八
年
三
月
）
三
九
七
頁
に

は
、『
春
記
』
長
久
元
年
五
月
二
十
四
日
条
に
出
た
「
中
将
典
侍
」
を
「
馬
中

将
」
に
比
定
す
る
解
釈
が
み
え
る
。
な
お
、『
枕
草
子
』
に
は
「
相
尹
の
馬
頭

の
む
す
め
、
染
殿
の
式
部
�
宮
の
上
の
御
お
と
う
と
の
四
の
君
の
御
腹
」
と

あ
る
。『
栄
花
物
語
』
巻
第
二
十
七
「
こ
ろ
も
の
た
ま
」
に
「
そ
の
こ
と
違
へ

ず
、
世
を
背
き
、
同
じ
道
に
入
る
人
々
、
少
将
の
内
侍
、
弁
の
君
、
弁
の
内

侍
、
染
殿
の
中
将
、
筑
前
の
命
婦
な
ど
な
り
」（
�
五
九
頁
）
み
え
る
「
染
殿

の
中
将
」
と
は
ど
ん
な
関
わ
り
が
あ
る
の
か
は
、
後
考
を
俟
つ
。

（
３４
）

新
編
全
集
『
枕
草
子
』
一
七
二
頁
。
な
お
こ
の
五
節
の
舞
姫
は
、
馬
の
中

将
で
あ
る
説
が
み
え
る
。
前
掲
（
注
３３
）
参
照
。

（
３５
）

正
職
妾
に
関
す
る
記
事
は
（
注
２７
）
前
掲
書
を
参
照
。
な
お
槙
野
廣
造
氏

『
平
安
人
名
辞
典
―
長
保
二
年
―
』（
高
科
書
店

一
九
九
三
年
二
月
）
に
は
、

源
政
職
と
同
一
人
物
で
あ
る
と
い
う
説
が
み
え
る
。

（
３６
）
『
栄
花
物
語
』
巻
第
三
十
一
「
殿
上
の
花
見
」「
か
く
て
長
元
四
年
九
月
二

五
日
、
女
院
、
住
吉
、
石
清
水
に
詣
で
さ
せ
た
ま
ふ
。（
略
）
一
の
車
に
は
尼

四
人
、
弁
の
尼
、
弁
の
命
婦
、
左
近
の
命
婦
、
少
将
の
尼
君
（
略
）」（
�
二

〇
二
頁
か
ら
�
二
〇
三
頁
）。

（
３７
）

藤
原
相
尹
の
官
職
に
つ
い
て
は
永
延
二
年
三
月
二
十
一
日
条
「
五
位
六
人

（
略
）
右
少
将
相
尹
（
略
）」（『
小
右
記
』）、
正
暦
元
年
七
月
十
九
日
条
「
左

少
将
相
尹
」（『
小
右
記
』）
な
ど
の
記
述
が
み
え
る
。

（
３８
）

原
文
の
引
用
は
、
新
編
全
集
に
よ
る
。
以
下
同
。

（
３９
）

邦
高
親
王
本
系
統
の
諸
本
に
は
「
景
ふ
」「
景
婦
」「
京
婦
」「
景
好
」、
絵

詞
本
文
に
は
「
し
け
の
ふ
」
と
あ
り
、
混
乱
が
見
え
る
。
詳
細
は
、
萩
谷
朴

氏
『
紫
式
部
日
記
全
注
釈
』
上
巻
（
二
八
九
頁
）
を
参
照
。

（
４０
）

前
掲
書
（
注
３９
）
萩
谷
氏
が
角
田
氏
の
説
を
踏
ま
え
、
加
賀
守
源
重
文
で

あ
る
と
す
る
論
が
あ
る
。
な
お
、
角
田
文
衛
氏
「
紫
式
部
の
本
名
」『
源
氏
物

語
�

日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
』（
有
精
堂

昭
和
四
十
五
年
五
月
）
に
、

源
重
文
女
の
源
式
部
が
源
満
政
女
を
母
と
し
て
い
て
、
源
満
政
が
道
長
に
深

く
取
り
入
っ
て
い
た
関
係
か
ら
源
式
部
の
中
宮
出
仕
を
説
明
す
る
論
が
見
え

る
。
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（
４１
）
『
尊
卑
分
脈
』（
新
訂
増
補
国
史
大
系
本
第
五
九
巻
）
第
二
編
、
二
〇
三
頁
。

（
４２
）
『
尊
卑
分
脈
』
藤
原
資
業
項
の
注
記
に
は
、
寛
弘
三
年
「
式
部
少
丞
」、
寛

弘
八
年
「
右
少
弁
」、
治
安
三
年
「
兼
式
部
大
輔
」
な
ど
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
４３
）

槙
野
廣
造
氏
『
平
安
人
名
辞
典
―
長
保
二
年
―
』（
高
科
書
店

一
九
九
三

年
二
月
）
に
指
摘
が
あ
る
。

（
４４
）
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
の
引
用
は
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
、
一

九
九
四
年
四
月
）。

（
４５
）
『
新
千
載
和
歌
集
』
の
引
用
は
、
新
編
国
歌
大
観
に
よ
る
。

（
４６
）
『
尊
卑
分
脈
』（
新
訂
増
補
国
史
大
系
本
第
五
十
八
巻
）
第
一
編
、
三
四
〇

頁
。

（
４７
）
『
春
記
』（
増
補
史
料
大
成
本
）
長
暦
二
年
十
月
八
日
条
、
長
久
元
年
十
一

月
二
十
七
日
条
。
二
五
六
頁
。（
注
１２
）
参
照
。

（
４８
）

長
徳
二
年
七
月
二
十
日
条
「（
略
）
左
少
弁
説
孝
朝
臣
（
略
）」（『
小
右

記
』）、
長
徳
四
年
十
二
月
十
三
日
条
「
権
左
中
弁
（
説
孝
）」（『
権
記
』）、
寛

弘
元
年
七
月
二
十
三
日
条
「
左
中
弁
説
孝
」（『
御
堂
関
白
記
』）、
寛
弘
五
年

七
月
二
十
八
日
条
「
右
大
弁
説
孝
正
四
位
下
也
」（『
小
右
記
』）、
寛
弘
八
年

八
月
二
日
条
「
左
大
弁
説
孝
」（『
小
右
記
』）
な
ど
。（『
小
右
記
』、『
御
堂
関

白
記
』
の
引
用
は
大
日
本
古
記
録
本
。『
権
記
』
の
引
用
は
史
料
大
成
本
に
よ

る
）。

（
４９
）
『
御
堂
関
白
記
』（
大
日
本
古
記
録
本
）
寛
弘
元
年
十
一
月
十
五
日
条
に

「
源
典
侍
孝
説
（
説
孝
）
室
（
孝
以
下
三
字
註
カ
）」
と
あ
る
。
上
巻
、
一
一

八
頁
。

（
５０
）

角
田
文
衛
氏
「
源
典
侍
の
こ
と
ど
も
」『
平
安
人
物
志
』
下
（
角
田
文
衛
著

作
集

第
六
巻
、
法
蔵
館

昭
和
六
十
年
七
月
）。

（
５１
）
『
栄
花
物
語
』
巻
第
八
「
は
つ
は
な
」、
敦
成
親
王
の
五
十
日
祝
の
夜
に

「
東
の
御
�
す
こ
し
上
げ
て
、
弁
内
侍
、
中
務
命
婦
、
大
輔
命
婦
、
中
将
の
君

な
ど
」（
�
四
一
八
頁
）
と
、
一
条
帝
が
土
御
門
第
に
行
幸
す
る
時
に
「
弁
内

侍
、
左
衛
門
内
侍
な
ど
ぞ
参
れ
る
」（
�
四
一
三
頁
）
と
描
写
さ
れ
た
「
弁
内

侍
」
に
つ
い
て
、
新
編
全
集
の
頭
注
に
「『
小
右
記
』
長
和
二
年
（
一
〇
一

三
）
二
月
十
日
条
に
「
掌
侍
藤
原
□
子
号
弁
」
と
み
え
る
人
物
か
」
と
示
す
。

恐
ら
く
『
小
右
記
』
に
お
け
る
欠
字
は
左
大
弁
説
孝
女
の
藤
原
「
明
」
子
で

あ
ろ
う
。

（
５２
）
『
尊
卑
分
脈
』
第
三
編
（
四
一
四
頁
）「
義
経
」
に
関
す
る
校
訂
付
記
に
は
、

「
義
経
、
脇
本
前
本
閣
本
接
続
上
文
成
頼
、
今
附
載
、
以
脇
本
為
底
本
」
と
見

え
、
扶
義
流
と
説
明
し
て
い
る
。

（
５３
）
『
栄
花
物
語
』
巻
第
八
「
は
つ
は
な
」「
御
湯
殿
は
讃
岐
の
宰
相
の
君
、
御

む
か
へ
湯
は
大
納
言
の
君
な
り
」（
�
四
〇
四
頁
）、『
紫
式
部
日
記
』「
御
湯

殿
は
宰
相
の
君
、
御
迎
へ
湯
、
大
納
言
の
君
〈
源
廉
子
〉」（
一
三
八
頁
）。

（
５４
）
『
平
行
親
記
』
の
引
用
は
、『
続
々
群
書
類
従
』
所
収
の
「
平
記
」
に
よ
る
。

（
５５
）
『
江
家
次
第
』（
新
訂
増
補
故
実
叢
書
）
巻
第
十
五
践
祚
下
「
八
十
島
祭
」

項
。
四
三
六
頁
、
四
三
七
頁

（
５６
）
『
左
経
記
』（
史
料
大
成
本
）
寛
仁
元
年
十
二
月
十
二
日
条
。
五
六
頁
。

（
５７
）

後
一
条
天
皇
の
乳
母
子
源
章
任
に
つ
い
て
は
、
角
田
文
衛
氏
「
後
一
条
天

皇
の
乳
母
た
ち
」『
王
朝
の
明
暗
』（
東
京
堂
出
版

昭
和
五
十
二
年
三
月
）、

田
中
恭
子
氏
「『
紫
式
部
日
記
』
の
「
宮
の
内
侍
」」、
新
田
孝
子
氏
「『
栄
花

物
語
』
の
女
官
名
称
―
乳
母
「
近
江
の
内
侍
」
―
」『
平
安
文
学
論
集
』（
関

根
慶
子
博
士
頌
賀
会
編

風
間
書
房

一
九
九
二
年
十
月
）
参
照
。

（
５８
）
『
小
右
記
』（
大
日
本
古
記
録
本
）
寛
仁
四
年
十
月
十
一
日
条
「
青
宮
御
祈

被
申
賀
茂
之
事
社
司
令
申
云
々
、
其
事
河
内
守
方
正
妻
令
祈
申
云
々
、
謂
方

正
妻
是
則
御
乳
母
也
」。
第
五
巻
、
二
四
一
頁
。

（
５９
）
『
春
記
』（
増
補
史
料
大
成
本
）
長
暦
三
年
十
二
月
十
六
日
条
「
但
少
納
言

経
成
任
左
少
弁
（
略
）
而
経
成
更
被
加
任
事
、（
略
）
依
御
乳
母
聟
歟
云
々
」。

八
十
頁
。
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（
ち
ん
ひ
ね
い
／
神
戸
大
学
大
学
院
生
）

参
考
系
図

（
括
弧
内
の
人
物
は
乳
母
に
な
る
）

大
宮
宣
旨
源
陟
子

源
伊
陟

陟
子

藤
原
棟
利

方
正

加
賀

方
隆

藤
原
高
子

中
務
源
隆
子
と
式
部
藤
原
明
子

源
致
時

隆
子

泰
憲

藤
原
惟
孝

泰
通

女

源
重
資

藤
原
説
孝

源
経
成

明
子

政
兼

源
信
明

兼
貞

源
典
侍

紀
頼
子

式
部
能
子

（
四
の
君
）

中
将
典
侍

源
高
明
女

舞
姫

藤
原
相
尹

能
子

源
政
職

式
部
香
子

師
長
女

藤
原
有
国

実
綱

資
業

実
政

橘
徳
子

実
家

源
重
文

香
子

菅
野
敦
頼
女

菅
野
敦
頼

女

章
経

源
扶
義

成
頼

廉
子
（
大
納
言
の
君
）
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